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企業におけるグリーン IT実践のためのガイドライン 
 

柿澤 晋一郎 三和コムテック株式会社 
1.要旨 
インターネットの普及，企業活動の複雑化・グローバル化により，今後 IT 利用が加速し，消費電

力が急激に拡大する．この中で企業におけるグリーン IT（温暖化問題への IT 分野での取り組み）

はここ数年で産業界全体におけるキーワードの 1つとなった．しかし「取り組む内容が不明確」「社

内体制が不十分」といった企業が抱える課題の指摘も多く，方針や体制を明確が求められている．

グリーン IT は，グリーン of IT による IT 基盤整備と，グリーン by IT による業務改善を行う大

きなチャンスで，情報システム部門が中心となって取り組みを進めていく必要がある． 
 

2.グリーン IT の背景 
2.1 地球温暖化に対する取り組み 
2.1.1 京都議定書とポスト京都議定書 
 1997 年の気候変動枠組条約第三回締約国会議において，先進締約国について排出削減のための数
値目標と政策措置を定めた京都議定書が採択された．議決内容は，温室効果ガスの排出量削減率に

ついて，1990 年を基準とし各先進国別に定め共同で拘束期間内に達成すること，2008 年から 2012
年の期間中に先進国全体の排出量を少なくとも 5％削減することが定められた．日本は 2012年まで
に温室効果ガスの排出量を 1990年と比較して 6%削減すること決めた．さらに 2007年ドイツ・ハイ
リゲンダムサミットで，世界に放出される温室効果ガスを 2050年までに半減すること，2008年洞爺
湖サミットでは全ての先進国間で排出量の絶対的削減を達成するため，野心的な中期の国別総量目

標を実施することが合意された．2009 年の国連気候変動サミットでも日本政府は、「１９９０年比

で２５％」という２０２０年までの日本の温室効果ガスの削減目標を国際的に公約し、排出量取引導

入を明言するなど国内対策を加速する姿勢を示した。今後もポスト京都議定書の動きの中で削減目標は

より厳しいものになることが予想され，日本においても温室効果ガスの抜本的削減が急務となった． 
 
2.2 なぜグリーン ITか 
2.2.1 IT機器の消費電力増大と環境対策の法規制・義務化 
 経済産業省は，現状のまま対策を施さなければ，2025 年にはサーバやパソコンの電力消費量は 
2006 年比で 2.5 倍，ルーターなどのネットワーク機器は 13 倍の電力を消費し[1]，IT 機器が国内総
消費電力量に占める割合は，現在の約 5％から 25％に達すると予想している[2]．そのためグリーン
ITは社会全体の電力消費量削減に大きく貢献する取り組みとして大きな期待を集めている． 
 東京都環境確保条例の改正（2008年 6月）や国の省エネ法改正（2009年 4月）など，企業の環境
対策に対する法規制・義務化が始まっている．IT を最も利用するオフィスの電力消費量の実態把握
や計画的削減も含まれており，グリーン ITは CSRの観点からも必須の取り組みとなっている． 
 
2.3日本のグリーン ITの考え方 
米国では IT企業を中心に Climate Saversと The green gridの 2つのコンソーシアムが結成されてい

る．Climate Savers では IT機器の Co2排出量削減に向けた製品の開発推進や利用ガイドラインの作
成，The green gridではデータセンターの電力利用の効率化に向けた調査，研究，規約作りを目指し
ており，IT機器の省エネ推進が主なターゲットである． 
一方，日本は経済産業省が中心となりグリーン IT推進協議会を設立した．2007年開催のグリーン

ITイニシアティブ会議で産官学が連携し｢IT自身の省エネ（グリーン of IT）｣と｢ITによる社会の省
エネ（グリーン by IT）｣の双方を日本発グリーン ITとしての推進を強力にコミットしている[3]． 
 
2.4グリーン ITと排出権取引 
企業は省エネ、グリーンIT対応機器などを含む低CO2排出手段の採用などにより、自社の排出量を削

減する十分な努力がまず必要である。そうした努力の上、なお削減しきれない排出量を排出権の購

入でオフセットするのが望ましい。東京都による大規模事業所に対するCO2削減量の義務化といった、
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何らかの法的規制を政府、自治体などから課せられる場合、企業としては排出量削減計画の策定が

必要で、自社の削減可能量、グリーンITなど採用できる代替案、それらの個別の費用対効果といっ

た内容を検討する必要がある。その検討を十分行ったうえで、大規模データセンターなどでなお削

減し切れない消費電力などのオフセットのために排出権購入という選択肢が考えられる. [10] 
 

2.4企業の取り組みの現状と問題点 
2.4.1 企業の取り組み状況と課題 
 Forrester Research社が 2008年 11月に世界の企業 1022社に対し実施した調査によると，グリーン
ITの「実施計画を立てている」「実施計画を立て実施している」企業が 52%と半数を上回っている．
これは 2007年 11月の調査に比べ 7%増加しており，グリーン ITが景気悪化の中でも継続的に取り
組む重要課題として定着しつつあることがうかがえる[4]． 
 日本では，ITR社が 2008年 10月に大企業（従業員 1000人以上）141社に対し実施した調査で「既
に実施している」が 13.8％，「1 年～3 年以内に実施予定」が 40.3％となっている．日本企業も，世
界の企業と同様グリーン ITを重要課題と認識していることが伺える[5]． 
 グリーン ITは，グリーン of ITによる IT基盤整備と，グリーン by ITによる業務改善を行う大き
なチャンスであり，情報システム部門が中心となって取り組みを進めていく必要がある． ITR 社
が 2008年 9月に日本企業の情報システム担当者を対象に行った調査では，｢グリーン ITは情報シス
テム部門で取り組むべき課題｣と回答した割合が 38％にとどまっている[6]．課題については「取り
組む範囲・内容が不明確」「社内体制が不十分」といった回答が上位で、方針や体制を明確にするこ

とが求められている．これら課題を解決するため，グリーン IT推進ガイドラインを作成した． 
 
３．グリーン IT 推進ガイドライン 

3章ではグリーン IT推進ガイドラインを以下の 7項目に分類して述べる． 
(1) グリーン IT に関する事前調査、(2)方針策定、(3)現状把握と数値目標の設定、(4)評価指標、(5)
対象範囲、(6)達成度の評価、(7)グリーン IT実践の手段．以下，各項目について詳細に説明する． 

 
3.1グリーン ITに関する事前調査 
グリーン ITを計画する際，いきなり方針策定をしたり，目標・課題の洗い出しをしたり検討した

りするのは困難である．計画を進めやすくするためには，前提知識・参考となる情報を収集する必

要がある．どういった観点で情報収集をすればよいかを次に述べる． 

 

3.1.1 コンプライアンス遵守 
現在は企業がコンプライアンスに従い業務を執行することが不可欠である．違反した結果，損害賠

償訴訟等の法的責任を負ったり，不祥事として報道された場合、社会的信用が低下し，収益に重大

な影響を及ぼす．コンプライアンス遵守のため政府公的機関のガイドラインを調査する必要がある．

例えば，2章で述べた東京都環境確保条例の改正や国の省エネ法改正などが該当する．  

3.1.2 他社事例の収集と先進事例や最新技術動向の調査 
他社を参考にしたり競争力強化や差別化したりするため，他社事例を収集する．全く違う業種の事

例でも参考になることは多々あるが，同じ業種や同じ規模の会社について情報収集すると効果が測

りやすく参考になる．世界の動向を探り，近い将来参考になるような知識を蓄積するため，グロー

バルな先進事例や ITベンダーソリューションプロバイダの最新技術動向を調査する．  
 
3.2 方針策定 
3.2.1グリーン IT推進における情報システム部門の役割 
グリーン ITを含む環境対策は経営課題であり，本来トップダウンで取り組むべき課題である．グ

リーン IT・環境問題はトップの抱える緊急課題の一つ，コスト削減手段で最も効果の大きいものの
一つと位置づけ，積極的にトップや経営層への情報提供や可能なアクションの提案をしていくのが，

今求められている情報システム部門の役割である．  
3.2.2 経営層との問題意識の共有、基本方針の策定と推進体制 
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理解を得るための情報システム部門の働きかけの効果が実り，経営層やトップから環境対策に取り

組みたい，グリーン ITについてわが社は何が出来るか提案を求められたときには，まず経営層と情
報システム部門との問題意識の共有，摺りあわせが必要である．そのために情報システム部門によ

る経営層へのインタビューを実施すると良い． インタビュー結果からそれを整理し具体的な形に表
現し自社のグリーン IT 推進の「ビジョン」，あるいは「基本方針」として全社に提示することが情
報システム部門に求められる．グリーン of  ITもグリーン by ITも推進体制の中心はいずれの場合
も情報システム部門である．グリーン ITの推進を事前調査フェーズとプロジェクトの実行フェーズ
に分けると，グリーン of ITは，事前調査もプロジェクトの実行主体も情報システム部門で行うこと
が最も効率的である．グリーン by IT は，事前調査は情報システム部門だが，実行主体は他部門と
の連携を要するため，情報システム部門を中心とした柔軟な推進体制が必要である． 
 
3.3現状把握と数値目標の設定 
3.3.1 現状把握 
 グリーン IT の対策と計画の立案のため，現状把握が不可欠である．電力消費量や IT 資産管理デ
ータなどの情報ソースを基に自社 ITがどのくらいの電力をどのような内訳で消費しているか収集し，
現状の見える化を行う．現状を見える化できれば具体的なアクションプランの立案も容易になる． 
3.3.2数値目標の設定と評価指標 
 現状の分析結果と将来的なデータ量の予測と合わせ，数値目標を決定する．ハードウェアやデー

タセンターは，一斉に更新することは不可能であり，導入計画や統合計画などの将来計画を踏まえ，

段階的な数値目標を定める．現状把握や達成度評価の見える化のため，評価指標を事前に決めてお

く．主な評価指標としては． リソース面では、電力消費量の削減、電力利用効率 PUE(Power sage 
Effectiveness)、データセンター効率 DCE(Data Center Efficiency)がある、またサービス・プロセスでは、
Co2排出量削減、紙の消費量削減、スペース効率化、作業時間削減などが考えられる。 
 
3.5 対象範囲 
3.5.1 グリーン of ITの場合 
IT 機器を一度に省電力型に置き換えることは現実的に難しく，短期・中期・長期で対象範囲を設定
し，現実的にできることを段階的に実施していく必要がある．短期の取り組みは，機器の運用面の

改善が対象となる．ポイントは現状を把握し，効果やセキュリティなど他への影響を十分考慮して

対象範囲を決定することである．中期には消費電力量や発熱量を考慮した IT機器の更新，長期的に
はサーバ統合やデータセンター再構築などが対象となる．このポイントは新しい技術を戦略的に導

入し，グリーン ITと IT基盤整備の両立を図ることである．例えば以下の取り組みがあげられる． 
(1) サーバ仮想化やブレードサーバによる機器の統合・集約、(2)BCP 対策によるデータセンター機
能の分散, (3)SaaS，PaaS，ソフトやプラットフォームの外部利用など次世代の IT基盤構築を見据
えた取り組みとする必要がある．取り組むべき対象の目安は．長期（10 年以内）の場合、デー
タセンターの再構築、中期（5年以内）の場合、IT機器の見直し、短期（2年以内）の場合、運
用改善、などが挙げられる。 

3.5.2 グリーン by ITの場合 
IT機器の省エネ化を行うグリーン of ITと，IT活用で省エネを行うグリーン by ITでは取り組みが
異なる．グリーン of ITでは，機器，システム，設備の統合，改修が必要となる．一方，グリーン by 
ITは ITを使った無駄の排除，すなわち業務効率化やワークスタイルの変革そのものであり，ビジネ
スに直結した取り組みとなる． 

  
3.6 達成度の評価 
グリーン ITの取り組みの効果や達成度をチェックするために，計画段階でトラッキング方法を決

めておく必要がある．定量的指標を定めておけば導入前と導入後での比較がしやすい．以下に指標

（環境負荷項目）の例を挙げる． 
表１．達成度の評価指標例出展：「ICTを環境
にやさしく活用するために」（総務省） 
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各指標に対し，チェックの実施体制（だれがやるか），実施方法（例えばどのように測定するか）

実施頻度（四半期ごとか，半年ごとか）を決め，以下の観点で達成度をチェックする． 
・ 計画どおりに実行されたか？計画どおりに目標が達成されたか？目標が達成されなかった場合

はその原因は？目標が達成された場合でもさらに効果を上げる方法はないか？など． 
 
3.7 グリーン IT実践の手段 
3.7.1 グリーン of ITの場合 
グリーン of ITは，消費電力の削減にフォーカスしているので考え方がわかりやすく着手しやすい．

実践手段として省電力機器選択と消費電力削減につながる技術に大別される． 
3.7.1.1 機器選択のための規格と消費電力削減につながる技術 
省エネに関する規格には，多くの種類がある．適切な規格を選んで，社内での機器購入の際の参

考にする．OA機器の国際的な環境ラベリング制度、エナジースター[7] スウェーデン事務労働者連
絡会によって制定された TCO認定[8] 、メーカーの独自の認定制度[9]などがある．  
省電力機器の導入は取り組みやすく一定の効果はある．一方，消費電力削減につながる技術の導入

は，計画や実装にスキル・工数・時間を要するが，実現した時の効果は大きい．消費電力削減につ

ながる技術の例としては、サーバ統合、サーバ仮想化、電力監視、電力管理、データセンター最適

化などがあげられる。 
3.7.2 グリーン by ITの場合 
グリーン by ITは業種に依存するところがあり，取り組みは様々である．ITを使うことで業務の効
率化やワークスタイルの変革を行うことであり，明確な基準は現在策定中である．グリーン by IT
の実践例としては、テレビ会議、在宅勤務、帳票の電子化、勤怠管理の ASP 化などワークスタイル

にかんするもの、物流の効率化、販売管理のＡＳＰ化、機器サポートをリモートで行う、などの業

務スタイルを変革するもの、製品の製造、製品の廃棄にかかわる分野などが考えられる。 
 
４．結論 
地球温暖化などの環境問題が実感され始め，企業に求められる地球環境対策は今後一段と高い実

効性が求められると予想される．このような背景の下，IT機器の省エネと IT活用による省エネは企
業の重要課題となり，情報システム部門が担う役割は極めて重い．グリーン ITが解決しようとして
いる問題は，環境問題だけではなく経営問題でもある． 本論文では，グリーン ITの背景を通じて，
グリーン ITが後退や停滞が許されない喫緊の取り組みであることを明確にした．その上で課題であ
る情報システム部門によるグリーン ITの活動の具体化を実現するための取り組み・手順・対策をガ
イドラインにまとめた．本ガイドラインは，情報システム部門がグリーン ITに取り組む際の指針と
なることを期待する一方，各企業固有の条件などを踏まえて追記・修正され，実用性を備えたガイ

ドラインに完成されることを望む． 
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